
７０歳未満 ７０歳以上

区分ア 現役並みⅢ

区分イ 現役並みⅡ

区分ウ 現役並みⅠ

区分エ 一般

区分オ 低所得Ⅱ １食につき２４０円 １食につき２７０円

ー 低所得Ⅰ １食につき１１０円 １食につき１３０円

所得区分
２０２６年６月１日から２０２６年５月３１日まで

１食につき５１０円 １食につき５５０円

※一般の方で、指定難病の方は、６月より１食３００円→１食３３０円となります。


